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　平成27年度税制改正では、今通常国会に
提出された「地域再生法の一部を改正する法
律案」（以下「改正地域再生法案」）の成立・
施行が前提となる改正内容が2つ盛り込まれ
ている。1つは、特定事業用資産の買換え特
例（9号買換え）の課税繰延べ割合の縮減に
関するもの（本誌578号11頁、582号8頁
583号14頁参照）。そして、もう1つは、平
成27年度税制改正で創設される「地方拠点
強化税制」だ。
　「地方拠点強化税制」は、東京23区に本社
がある法人が、その本社機能を地方（東京
23区や大都市等以外の地域、詳しくは図表
1参照）に移転した場合などに税制優遇措置
を受けることができるというもの。具体的に
は、①移転先で取得した建物・建物附属設
備・構築物に係る特別償却または税額控除、
②移転先で新たに雇い入れた従業員に係る税
額控除などが租税特別措置法で手当てされる
（図表2参照）。

移転計画、申請から2週間程度で認定の流れ
　この税制優遇措置の適用を受けようとする
法人（事業者）は、「地方活力向上地域特定
業務施設整備計画」（今号42頁参照）を作成
し、移転先の都道府県知事の認定を受けなけ
ればならない。本誌取材によると、この都道
府県知事の認定は複雑な仕組みではなく、申
請から2週間程度で認定がなされるようだ。
　地方拠点強化税制に係る移転計画の認定制
度がスタートするのは、改正地域再生法の施
行日からだ。この施行日に関し改正地域再生
法案の附則では、「公布の日から起算して3
月を超えない範囲内において政令で定める日
から施行する」（附則1条）とされている。
改正地域再生法案は、今通常国会で成立する
方向で調整が進められているため、遅くとも
9月頃に施行される見込み。改正地域再生法
の施行にあわせ、地方拠点強化税制に係る移
転計画の認定制度も9月頃にスタートする方
向だ。

　平成27年度税制改正で創設される「地方拠点強化税制」は、東京23区に本社がある法人
が、その本社機能を地方に移転した場合などに、移転先で取得した建物などに関し特別償却
や税額控除などの税制優遇措置を受けることができるというもの。この税制優遇措置の適用
を受けるために必要となる移転計画の認定制度は、改正地域再生法案の施行日からスタート
する。国会に3月24日付けで提出された「改正地域再生法案」によると、改正地域再生法の
施行日は遅くとも9月頃であることが判明した。改正地域再生法の施行にあわせ、移転計画
の認定制度も遅くとも9月頃にスタートする方向だ。

移転先での設備投資に税額控除と特別償却、雇用促進税制も

改正地域再生法の施行日は遅くとも9月頃

本社の地方移転で税制優遇、
認定制度は今年夏頃スタート
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○大阪府（大阪市の全域、守口市・
東大阪市・堺市の特定の区域）

○京都府（京都市の特定の区域）
○兵庫県（神戸市・尼崎市・西宮
市・芦屋市の特定の区域）

❸ ❺

❹

×

給与等支給額

平均給与等支給額

基準事業年度

要件をすべて
満たし、
適用可能

要件②を満たして
いないので、適用不可
（前年度より総額⬇）

要件をすべて
満たし、
適用可能

Ｂ社はＡ社を
株式交換により
完全子会社化

（簿価500、時価700）

負　債資　産

＜債務超過会社のB/S＞

マイナスの
利益積立金
▲ 500資本金等（100）

（900）

【図2】課税当局が主張した算定方法（裁判所支持）

（出典：金融庁公表資料に基づき作成）

③自己株式（34万株）

※　内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されている（金商法194条の7）。
※　内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されている（金商法194条の7）

A社の税務処理 100%グループ内

簿価（600）で譲渡

B社A社

日本の課税当局

建　物 建物附属設備 機械装置等土　地

フランスの課税当局

土　地
（時価1,000）

A社の税務処理 100%グループ内

簿価（600）で譲渡

土地譲渡

土　地
（時価1,000）

現　　　金 1,000 土　地 600
  固定資産譲渡益 400
譲渡損益調整勘定繰入額 400 譲渡損益調整勘定 400

「1株当たりの利益金額」に加算する必要なし

譲渡損益調整勘定 400 譲渡損益調整勘定戻入額 400

B社

C社

A社

都道府県  都道府県
　　　　　　 及び市町村
「地域再生計画」

（地方活力向上地域特定業
務施設整備事業を記載）

事業者
「地方活力向上地域
特定業務施設整備計画」

日本

妻
被 告

子子

⑤R社から納税者への配当
と判断。納税者が無申告
であったため、更正処分。

③不動産の譲渡による譲渡
益課税として、約29万
ユーロを申告納付。

（出典：政府税制調査会）

【図2】納税者（原告）の主張と裁判所の判断

【図】所得拡大促進税制の概要

【図】事案の概要

【表】政府税調国際課税DGで紹介されたBEPS行動13の論点

【図表2】地方拠点強化の促進に関する事業スキームと税制特例の概要

【図】「別訴判決」の概要と更正の請求をめぐる東京地裁の判断

【図表1】税制メリットがある本社移転先の範囲（図表の白色地域）

<近畿圏整備法>

黄

【図2】外国税務当局から国税庁に情報提供されるケース

■太線は、更正の請求ができる年分
■網掛は、増額更正ができる年分
■白抜は、増額更正ができない年分
■点線は、更正の申出ができる年分

R社※ J社

①フランス国内の
不動産等を譲渡

②売却代金
　（約120万ユーロ）

※　R社は、パナマ国の法律に基づき設立された法人であり、納税者が唯一の株主である。R社の代表者には、納税者の長女が就任している。

土　地

建物附属設備建　物

機械装置等

【図1】納税者が主張した算定方法

× 差益割合 ＝ 圧縮限度額
建　物 建物附属設備 機械装置等土　地

× 差益割合 ＝ 圧縮限度額 × 差益割合 ＝ 圧縮限度額

× 差益割合 ＝ 圧縮限度額 × 差益割合 ＝ 圧縮限度額

納税者（原告）が個人で
所有する事業用土地を
売却。買換特例の適用
を顧問税理士（被告）に
依頼。

納税者（原告）は、新たな顧
問税理士の指導のもと、修
正申告書を提出。過少申告
加算税63万円、延滞税27
万円が発生。

納税者（原告）は、取得
期限までに買換資産を
取得せず。

→修正申告が必要に

顧問税理士
（被告）が修
正申告書の
提出を失念。

公益法人

A社株

B社株

A社株

納税者
（相続人）

税務署

裁判所 顧問税理士（被告）

貸主 借主
（納税者）

店舗管理人

納税者（原告）

相続人（原告）

　国税通則法23条2項1号は、「その申告(中略)に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実」
について、申告者その他の関係者がこれと異なる事実である旨を確認したり、合意をしてその内容がその申告
に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実と異なる事実をもたらすことになったりした場合に、
それだけでは更正の請求をすることはできないが、判決等によりその申告に係る課税標準等または税額等の計
算の基礎となった事実と異なる事実が確定され、判決等に基づく法律関係が構築され、経済、社会生活上も
当該法律関係を前提とすることになる場合には、同項に基づく更正の請求をすることができる旨を定めている。
　同号の文言および趣旨に鑑みれば、「判決により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確
定したとき」とは、その申告に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実と異なる事実を前提とす
る法律関係が判決の主文で確定されたときまたはこれと同視できるような場合をいうものと解するのが相当である。
（下線・編集部）

東京高裁が示した法令解釈（「判決」該当性の判断基準）

国が設定した貸付料は適正
額を大幅に上回るもの。適正額と
の差額の返還を求める訴訟を提起。

❺

❶

貸付金の振替は貸付金の免除
に該当。債務免除は、医療法人
から理事長への「賞与」と認定。
源泉所得税の賦課決定処分等。

顧問税理士（被告）は、修正申告を
怠った点に債務不履行あり。過少申
告加算税相当額を損害賠償請求。

❷
過少申告加算税63万円、延滞
税27万円に相当する90万円の
賠償命令。

地方税法701条の30（事業所税）
　指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税を課するものと
する。
地方税法701条の32（事業所税の納税義務者等）
　事業所税は、事業所等において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、
当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。

平成19年
1月1日

平成19年
12月31日

平成20年12月31日
特定資産売却

買換資産の取得期限

平成21年4月30日
修正申告期限

平成22年4月28日
修正申告書を提出

加算税発生

【図2】納税者（原告会社）が修正申告するまでの主な経緯

取得期限の延
長承認を申
請。税務署が
受理。

税務署の指導のもと、
買換資産を平成21年4
月30日付けで取得した
ものとした修正申告書
を提出。過少申告加算
税等500万円が発生。

同日までに買換
資産を取得でき
なかったため、
取得期限の再
延長を申請。

税務署は再延
長を認めず。
平成21年4
月期決算の修
正申告を出す
よう指示。

平成19年4月30日
特定資産売却 当初の取得期限

平成21年4月30日
延長後の取得期限

平成22年4月28日平成21年
7月23日 修正申告書を提出

加算税発生

増加額の10％分の
税額控除

（法人税額の10％
（中小企業等は20％）を限度）

給
与
等
支
給
額

平成21年8月から
平成23年6月まで
の期間（一定期間を
除く）について、延滞
税が発生。

平成21年8月
納付

平成23年1月
還付

平成23年6月
納付

2%以上増額

当初申告額

約4,185万円
約3,035万円 約3,071万円

適用3年目

平均給与等支給額

基準事業年度
からの増加額

日本の金融機関

日本人口座
（対象外）

A国の金融機関

A国人口座 B国人口座 ・・ X国人口座

店舗

敷地

貸主が出国により「居住者」
から「非居住者」に

借主（納税者）に賃借料に
係る源泉徴収義務が発生

店舗・敷地を貸付け

賃借料

貸主出国の4か月後、
貸主が「非居住者」に
なった旨を連絡

期限後納付を
理由に不納付
加算税を賦課

不納付加算税は違法
（判断のポイントは下
表を参照）

❷

賃借料に係る
源泉所得税を
期限後納付

❸外国の税務当局に対して
まとめて定期的に情報提供

税務署

国税不服審判所

❶

❷

❶

貸主

相続人
（納税者）

店舗

敷地

本件株式の時価を＠1,083円
とする内容で相続税申告。

裁判所税務署

東京地裁

関係会社

時価（＠1,083円）と譲渡価
額（＠642円）の差額を関係
会社へ求める訴訟を提起。

❷
本件株式の評価額を＠642円
へ修正する旨の更正の請求。❹

更正の請求を認めず。

被相続人と関係会社との
間で本件株式を＠642円
で譲渡する旨の合意あり。
請求棄却（別訴判決）。

❸

「別訴判決」は「判決」（通則法23②一）に該当。
税務署の処分の取り消しを求める訴訟を提起。❻❼「別訴判決」は「判決」（通則法23②一）

に該当せず。請求棄却。国 税 庁

国 税 庁

A国の税務当局

A国の税務当局

B国の税務当局

B国の
税務当局

C国の税務当局

日本人
（日本居住者）

日本人・乙

日本人・甲

報告

報告

A国人
（A国居住者）

B国人
（B国居住者）

日本

日本

A国

A国

B国

B国

C国

A

B

口座保有者の名前、納
税者番号、口座残高、
利子・配当等の年間受
取総額等を報告

❶「非居住者」（個人・法人等）の
口座を居住地国ごとに選別

C国の金融機関

甲の口座情報

乙の口座情報
丙の口座情報

日本法人・丙

外国の金融機関に口座を保有する日本居住者（個
人・法人等）の情報（名前、個人番号・法人番号（マ
イナンバー）、口座残高、利子・配当等の年間受取
総額等）が、外国の税務当局から国税庁に集まる。

乙の口座情報

甲の口座

乙の口座

丙の口座

A

B

（1）マスターファイル

▶マスターファイルの記載は事業分野ごととすべきか、グループ全体ベースとすべきか。
▶マスターファイルの記載事項は適切か。
（2）国別報告書

▶国別報告書はマスターファイルの一部とすべきか、あるいは別の文書とすべきか。
▶ローカル企業の財務報告を集計する「ボトムアップ」により作成すべきか、あるいはグループ全体の
連結損益を国別に配分する「トップダウン」により作成すべきか。

▶国別報告書の記載事項はどこまで必要か（源泉徴収額やグループ内のロイヤリティ等も記載必要か）。

税務当局間の情報共有の方法

▶税務当局がマスターファイルと国別報告書を共有する方法をどうするか。
（a）各国の税務当局が自国に所在するグループ企業（親会社・子会社・支店等）から直接入手する方法
（企業グループ内でマスターファイル／国別報告書を共有することが前提）
⇒　情報を共有する国の範囲は、多国籍企業のグループ企業が所在する国となり、守秘は各国の国
内法により担保される。

（b）親会社が自国の税務当局へ提出し、税務当局間で租税条約等に基づく情報交換により共有する方法
⇒　情報を共有する国の範囲は、親会社の所在する国と子会社・支店等の所在する国で租税条約や
税務執行共助条約を締結する国に限定され、守秘は各国の国内法および条約上の守秘義務により
担保される。

（c）上記以外の方法

税務当局に提供すべき情報

執行・守秘

論 点

論 点

論 点

（株）東日本ステーションリテイリング（特定事業者）
⇒東日本旅客鉄道（株）の東京駅・品川駅等の駅構内等の店舗（「エキュート」等）において、
食料品、衣料品、雑貨等を販売する大規模小売事業者

公正取引委員会は、
消費税転嫁対策特別
措置法第3条第1号
後段（買いたたき）
の規定に違反すると
して、4月23日、
以下の対応を求める
勧告を行い、同日そ
の旨を公表。

＜勧告の内容＞
〇仕入価格の引下
げ額に相当する
額を支払うこと

〇消費税転嫁対策
特別措置法の研
修を行うなど社
内体制の整備を
行うこと

など

オフィスに係る建物等の取得
価額に対し特別償却15%又
は税額控除4%（※）《新設》
※計画承認が平成29年度の
場合は2%
（措置対象：建物、建物附属設
備、構築物）
（取得価額要件：大企業2,000
万円、中小企業1,000万円）

①増加雇用者1人当たり50万
円を税額控除

《従来の40万円に、地方拠点
分は10万円上乗せ》
②法人全体の雇用増加率
10%未満の場合でも、1人
当たり20万円を税額控除
《新設》

事業スキーム 税制特例の概要

平成25年10月、消費税率引上げに伴う売上高の減少を防止するため、納入
業者と相談することなく、「エキュート」5店舗での販売促進企画の実施を
独自に決定。

＜販売促進企画の概要＞

生活応援
バザール

平成26年
4月1日～
14日

平成26年
4月15日～
6月30日

全ショップ
1商品以上

全ショップ
1商品程度

3％以上の
値引き

3～5％程度
のお買い得感
を感じる新価
格商品の投入

既存の商品について、
内容を変更することな
く、税込価格を据置き
（1050円（税抜972円）

既存の商品について、税抜
価格を変更せずに（1080
円（税抜1000円））、内容
量を増量

平成25年11月、同12月、全ての納入業者（161社）に対して、会議の席上、
文書を配布の上、販売促進企画の参加を要請。
販売促進企画の対象商品の仕入価格を、通常支払われる仕入価格に比べ3％程
度低く設定。

クオリティプ
ライスキャン
ペーン

名　称 実施期間 対　象 内　容
想定例（平成26年3月
31日まで1050円（税
抜1000円）の商品）

（出典：公正取引委員会資料）

❺

　国税通則法23条 2項 1号は、「その申告（中略）に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実」
について、申告者その他の関係者がこれと異なる事実である旨を確認したり、合意をしてその内容がその申告
に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実と異なる事実をもたらすことになったりした場合に、
それだけでは更正の請求をすることはできないが、判決等によりその申告に係る課税標準等または税額等の計
算の基礎となった事実と異なる事実が確定され、判決等に基づく法律関係が構築され、経済、社会生活上も
当該法律関係を前提とすることになる場合には、同項に基づく更正の請求をすることができる旨を定めている。
　同号の文言および趣旨に鑑みれば、「判決により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確
定したとき」とは、その申告に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実と異なる事実を前提とす
る法律関係が判決の主文で確定されたときまたはこれと同視できるような場合をいうものと解するのが相当である。
（下線・編集部）

東京高裁が示した法令解釈（「判決」該当性の判断基準）

貸主が出国により「居住者」
から「非居住者」に

借主（納税者）に賃借料に
係る源泉徴収義務が発生

店舗・敷地を貸付け

❶
減額更正❷

増額更正❸ ❹

❺

東京地裁

税務署

最高裁

「増額更正に係る税額（上図③）と「減額更正に係る税額（上図②）」との差額（上図③の■部分）につ
いて、当初の法定納期限の翌日（平成21年8月）から増差税額の納期限（平成23年6月）までの期間
に係る延滞税は発生しない。　納税者逆転勝訴

白色地域は地域再生計画を作成することを前提に、「地
方活力向上地域」として広く支援対象となる。
※東京23区（赤）からの移転は税制措置深堀り。黄色の大都市等は対象外。

○愛知県（名古屋市の特定の区域）黄

<首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整
備のための国の財政上の特別措置に関する法律>

<首都圏整備法>

○東京23区

○東京都（武蔵野市、三鷹市、八
王子市等）
○神奈川県（横浜市、川崎市等）
○埼玉県（川口市、川越市等）
○千葉県（千葉市等）
○茨城県（龍ヶ崎市等）

赤
黄

内閣総理大臣

申請

認定

知事に
申請

知事の
認定

オ
フ
ィ
ス
減
税

雇
用
促
進
減
税

給
与
等
支
給
額

地方にある企業の
本社機能の強化
を支援

拡充型（含対内直投）

地方の
企業の
拠点拡充

オフィスに係る建物等の取得価額に対
し特別償却25%又は税額控除7%
（※）《新設》
※計画承認が平成29年度の場合は
4%
（措置対象：建物、建物附属設備、構
築物）
（取得価額要件：大企業2,000万円、中
小企業1,000万円）

①増加雇用者1人当たり最大80万円
を税額控除

《拡充型50万円に、地方拠点分は更
に30万円上乗せ》
②①のうち30万円分は、雇用を維持
していれば、最大3年間継続《新設》
③②は法人全体の雇用増がなくても、
東京から地方への移転者にも適用
《新設》
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東京23区からの移転
の場合、拡充型よりも
支援措置を深堀り

移転型 東京一極集中
の是正
地方移転
の促進
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